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暦法改正問題の現状

　　　　　　　　　　　山　本　　一　清

　わが國を始め，今，全世界の，殆んど総ての國が用みてみる暦法は，1582

年に，かの・一マ法王グレゴリオ第十三世の命令によって，所謂ユリウス

暦から改められたものであるが，此くして，ユリウス暦からグレゴリオ暦

に改められた要撃は

　　（1）年内の日附けを10目だけ早めて，西暦323年の歌態に復したこと，

　　（2）置閏法を改正して，李均一年を365日24250となし，以って，．fEし

　　　　き回蹄年365日2422に著しく近づけたこと

の二鮎であって，之れは何れも，純天文學的には甚だ意義の深いことであ

ったけれど，各人日々の實際就會生活上から見ると，倫ぼ多くの改正を必

要とする瓢が皆そのま」淺されたまSになってみた．

　例へば，

　　1．　毎月の日日は決して合理的に配分されてあるものでなく，むしろ

　　　古いn　一一マの慣習と，灌力者たちの任意決定によって出來上ってゐ

　　　るため，肚會生活が近代のやうに合理化されて來るに從ひ，不便が

　　　甚だしくなりつSある．

　　II．毎年の一定の月日に一定の七曜が回り來らす，年々此の關係が移

　　　動ずるため，生活のプログラムが煩些複雑であって，同じく，世の

　　　合理化に不便なること．

　　III・キリスト教國に於いて復活祭の決定法が複雑であって，三月二十

　　　二日から四月二十六日までの間に，年々激しく攣動ずるため，，不便

　　　多きこと

などは，可なり以前から，現行暦の最も大きV・歓黙と考へられ，從って既

十八世紀頃から，此等の三略を除かうとする改暦案が判る方面では考究せ

られてるた．かのフランスの大革命の時，一年十ヶ月のかのし革命暦「なる

ものが案出せられ，前後三十年間にわたって其れが行はれたことなどは此
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の改暦要求の最も具髄的な現はれの一つであったのである，

　其の後，第十九世紀中から今二十世紀にかけて，やはり多くの改暦案が

考究せられたが，此の時代の改暦案は多く，理論に耽る天文家叉は，閑人

の考案であったものだから，兜鉢のものは可なり良かったとしても，回れ

を實行に移して，改暦を断行する意志と熱心とに鉄けてるたから，いつも

或る程度以上の注意を惹かなかった・

　しかるに，1910年頃から改暦の問題は遜譲會に奮圖する實業家の聞に漸

次眞面目に考へられるに至った．例へば，1910年，英國ロンドン市で開か

れた國際商業會議所會議や，1913年，フランス國パリ市で開かれた同じ國

際會議に於V・て，

　　1）世界各國が成るべく共通の暦法を探用するやう，

　　2）基督復活祭の日を固定すること

等の決議が行はれた・叉，此の頃から，三際アカデミの會合に於いても改

暦法の問題が論議せられる機運にあった。

　欧洲大戦後は，改暦問題の研究が急速に進んで，具艘化に向って來た．

現に，1919年，白國プリンセル市で開かれた國際學術研究會議の天文學部

に於いては，特に改暦委員會を設置して，新時代に適坐する暦法を考究せ

しめたが，此の委員會は，1922年，伊國ロ　一一マ市に於ける國際天文同盟第

一回総會に於V・て，下の如き一つの成案を獲表した．

　　〔1〕一年を91日つつに四等分し，其の各分を三ケ月とし，其の日数を

　　　　30日，30日，31日の順とす．

　　〔2〕年末に飴日1日を置く．又，閏年には六月末に閏日1日を置く．之

　　　　れは何れも七曜以外とす．

　　〔3〕年初の日を十二月22日まで遡らしむること・

此の所謂L天文家案「は，毎年の暦日と七曜との關係を一定し，一年四季を

通じての日数を：整へ，爾ほ，年の始めを天文逆上の早早たる冬至に一致せ

しめる案であって，頗る完全合理的に近v・ものたること言ふまでもなv・・
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　此の天：文具案が國際天文同盟の名に於V・て決議されると共に，同盟内に

於いては，一丁この改暦委員會なるものを解散し終り，其の後の改暦運動

は全く下れを國際聯盟の手に委ねることになった，

　こNに於いて，野際聯盟では，1923年に新たに改暦委員會を組織し，天

文家門其の他を調査研究せしむると共に，加盟各國に通牒を磯して，ひろ

く全世界から新らしく自由なる改暦案を募集した．一一誉れに慮じて，結

局，35ヶ國から聯盟事務局に集まった改暦案の総激は實に185種目上った，

　　此の多激の新案の中から，聯盟は下の三つを最も安當なるものとして

　撰定した．

　　A案．現行暦の改正を最小限度にする目的で，只，八月末の1日を二

　　　　　月末に加ふること．

　　B案．一年を91日目つの四季に分ち，各州を，30日，30日，31日目3ヶ

　　　　　月とし，年末には飴日を1日加へ，又，閏年には六月末に閏日1

　　　　　日を加ふること．但し，除日と閏日とは七曜外とす．

　　C案．一年を13ケ月，各月を4週即ち28日つつとす．叉，年末には絵日

　　　　　1日を置き，閏年には六月末に閏日1日を加ふ．但し，籐日と閏

　　　　　日とは共に七曜外とす．

　國際聯盟は此の三案を撰定し，1926年各國へ之れを移牒すると共に，各

　國にすNめて，肝内委員を任命せしめ，各國の人情風同等により，上の

　三野の適不適を：考究するため，満5ヶ年の猫豫を與へ，其の結果を，1931

　年までに聯盟本部に報告せんことを求めた．各國は之れに從ひ，英米佛

　伊野等ほs’20ヶ國の党内委員は，前後5ケ年の調査研究を経て，今や既

　に報告を聯盟に通じたことになってみる。

　最近の外國電報によると，國際聯盟は去る六月八日に，改暦案を秋の総

會に提議するための準備委員を任命したことが報じられた．愈々，今年の

十月二十六日には，縛會に於いて上記の玉案のうち何れか一つが探附せら

れ，1934から其れが實行される筈になってみるのである．
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　爾ほ，上記の三半のうち，今までの各州の形勢から見ると，第三の，EP

ちC案が断然優勢である．此の案に縁ると，呪物各月の暦法は頗る簡軍と

なり，生活の警務上，最も便利多きものと思はれる．傅ふる所に労れば，

米國に於いて，各種のオ1ガsゼ1シヨンを通じ，此のC案を支持するも

のが實に98％を越え，殊に同三内では既に140個の各種事業會枇が此の

私案を實行して，其の大多敷は著しき三門を獲てみると言ふ．

　只，此のC案の鋏鮎を強いて求めると，

　1）．13ケ月といふ数は迷信的に一般の好まない激であって，筒ほ下れは

　　　2でも4でも割れなV・ため，一年の各回卸を等分する揚合に不便此

　　　の上ない．

　2）．七曜外に置かれる日が毎年1日又は2日ある故，古V・時代からの貴重

　　　な傳説を破る

の二黙が最も著しいものである．しかし，之れ等に引きかへ，枇會の實生

活一殊に商工業等の實業界に於いて，此の暦法のために受ける利便の莫

大なることは驚くべきものであるとV・ふ．實利か，三三か？之れが人々に

よって，賛否の別れる所である・

　さて，こ疑こ最も奇怪なるは我が國の立ち揚である．我が日本は野際聯

盟國の常任理事國の一つであって，あらゆる問題に封し，獲言と決議の灌

利を持ってるる・從って此の改暦問題につV・ても，事の最初から完全なる

研究材料を與へられてるる筈である．しかるに，何故か，政府當局者はこ

の改暦問題について，極めて冷淡であって，今日に至るも國内委員の任命

は無く．只わっかに學究者や好事者の一部に此の問題が知られてみるのみ

であって，朝野の大衆は悉く之れを殆んど知らなV・有様である．しかしな

がら，暦は，其の本質上，決して一部の人々にのみ關係が限られるもので

はなく，最も堅く，又，耐會生活の根本基調を整へるものであるから，必

ず，計會のあらゆる警士の關心事であらねぼならない．現に今日行はれて

るるグレゴリ軽骨の便不便につv・ては，総ての人が何等かの便不便を感じ

てみる筈である・故に，叉，亙れを改めるとV・ふ勘合にも．祠：會の各方面



362 暦法吹正問題の現状　（山本一清）

からの意見が充分に獲表せられなければならない筈である・若し，今日の

まNにして此の改暦問題を成り行きに委すとせぱ，今年十月二十六日には，

ジユネ1ヴに於いて聯盟総會は恐らく上記のC案を駆倒的の多数を以って

探揮決議し，直ぐ之れが1934年から全世界が之れを実行する運びに至るで

あらうが，残念ながら我が國民大衆は，此の揚合に，何等の意見や賛否等

を獲表する機會を與へられす，只，一罪諸國の動きのまNに野牛を強みら

れ，實行を促がされるのみとなるのである．

現行暦轟小修正 天　文　家　案 四週＋三ケ月案
｝

『　一　月　　31
一　月　　30 一　月　　28

二　月　　29＋1 二　月　　30 二　月　　28

三　刀　　31 三　刀　　3エ 三　月　　28

四　刀　　30 四　，月　　30 四　月　　28

五　月　　31 五　刀　　3⑪ 五　月　　28

六　月　　30 六　月　　31＋ユ 六　月　　28＋ユ

七　月　　31 七　刀　　30 七　月　　28

八　月　　30 八　月　　30 八　月　　28

九　月　　30 九　月　　31 九　月　　28

＋　月　　31 ＋　月　　3⑪ 十　月　　28

＋一刀　　30 十一月　　30 十一月　　2S

十二月　　31 十二月　　31＋1 十二月　　28

＋三刀　　28＋］

　しかしながら，暦の事については，我が國は（遠い昔の事は藪に言はな

いとするも），明治維新の改暦が甚だ官僚的，天下り的であったがため，今

爾ほ各地方には徹底せす：，現に新藩治暦による二重生活をやってみる人々

も少くなV・有様である．若し今回の改暦が，やはり天下り案の強行である

二合には，祉會の各方面に了解と支持とを歓：くこEは以前の揚合と大差が

無V・ことになるだらうし，從って，一般民衆は，或は三重生活をも行うや

うになるかも知れない．

　此の事情を考へて見ると，吾人は一刻も早く此の差し迫った重大問題に

つv・て一般吟唱の了解を促し，其の輿論を指導し，世界に配して何等かの

意見を獲表し得ることにしたv・し，殊に，國内委員の任命も非常に望まし

く，ジユネ1ヴに於ける聯盟総勢に出席する帝國代表をして日本三民の総

意を徹底的に表白せしめたV・ものである．


